
◆

種別

口径別
基本料金
（円）

基本水量 1～10ｍ3 11～20ｍ3 21～60ｍ3 61～200ｍ3 201ｍ3以上

13ｍｍ 1,764
20ｍｍ 2,772
25ｍｍ 6,510
40ｍｍ 21,000
50ｍｍ 33,600
75ｍｍ 63,000
100ｍｍ 100,800
150ｍｍ 153,300

【例１】２ヶ月で　40m3　使用した場合
Ａ：基本料金：         　　　　　　　　　　　 　 　　  1,764 　円
Ｂ：水量料金：S1+S2+S3　10×0 + 10×63 + 20×168＝ 3,990円

合計　5,754円

【例2】２ヶ月で　80m3　　使用した場合
Ａ：基本料金：         　　　　　　　　　　　 　 　　  1,764 　円
Ｂ：水量料金：S1+S2+S3+S4　10×0 + 10×63 + 40×168 + 20×215.25 ＝ 11,655円

合計　13,419円

◆

メーター
口径

加入金額
メーター
口径

加入金額

13mm 63,000円 50mm 693,000円
20mm 105,000円 75mm 1,575,000円
25mm 168,000円 100mm 2,730,000円
40mm 441,000円 150mm 別途定める

◆

◆

●一時的に止めてあった水道を再開するとき
●アパート等へ入居し、水道を使用するとき
●アパート等で借家人が引っ越した後、清掃等のため不動産業者・清掃業者名義で水道を使用するとき
●新築の際、業者名義で水道を使用した後、施工主へ名義を変えて水道を使用するとき

この紙は資源として再利用できますのでリサイクルにご協力ください「Ｒ70」

平成23年　7月１日～平成25年　3月3１日

水道加入金に加え、工事検査手数料が必要です。

また、状況に応じ、別途工事費が必要です。

分岐工事を含まない場合　　1件　1,575円
分岐工事を含む場合　　　　　1件　2,100円

水道を新たに設置した場合や、既存の配管を改造した場合に行う検査の手数料

B:水量料金（1ｍ3につき）

231円

［水道加入金]　(消費税込み)

基本水量とは基本料金に含まれる水量のこと

[上水道料金計算例]　（口径１３mm）

168円 215.25円

0円

63円

［工事検査手数料]　 　(消費税込み)

10ｍ3まで

使用を中止している水道栓を再開するときの手数料としていただくものです。

納入方法・・・再開栓の申し込み後、最初の水道料金に合算して納めていただきます。

［水道再開栓手数料]　 　(消費税込み)

1件　1,575円

新しく水道をつけたり、水道メーターの口径を大きなものに変更する場合に必要です。

（合計金額で１円未満は切捨て　消費税を含む）

越前市の水道料金

A:基本料金

基本水量
の設定なし

担　当　越前市水道課
TEL　０７７８－２２－７９１８
FAX　０７７８－２５－４６６６

水道料金は、メーター口径別の基本料金と 使用水量を基に計算した水量料金の合計です。
［上水道料金表]

（１期分２ヵ月につき・消費税を含む）  料金の請求が２月単位のため

63円

Ａ：基本料金　1,764円（13ｍｍ）

Ｂ：水量料金の計算方法

区分 例1 例2

S5 201ｍ3以上 ×231円

S4 61～200ｍ3 20 ×215.25円

S3 21～60ｍ3 20 40 ×168円

S2 11～20ｍ3 10 10 × 63円

S1 1～10ｍ3 10 10 ×　0円

水量の合計 40 80


